○○町会（自治会）規約（会則）新旧対照表（例）
	新
	旧

	　（役員の種別）
第９条　本会に、次の役員を置く。
１　会長　　　　１人
２　副会長　　　２人
３　会計　　　　１人
４　班長　　　１０人以内
５　監事　　　　１人
　（総会の開催）

第１６条　通常総会は、毎年度決算終了後○か月以内に開催する。

２　略
３ 総会において決議をすべき場合において、会員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。

４ 前項の場合において、その決議は総会の決議と同一の効力を有する。

	　（役員の種別）
第９条　本会に、次の役員を置く。
１　会長　　　　１人
２　副会長　　　２人
３　会計　　　　１人
４　班長　　　１０人

５　監事　　　　１人
６　各種委員　各１人

　（総会の開催）

第１６条　通常総会は、毎年度決算終了後○か月以内に開催する。

２　略


	新
	旧

	（総会の定足数）

第１９条　総会は、総会員の２分の１以上の出席がなければ、開会することができない。

２　略
（１）～（３）　略
（４）第３９条に掲げる残余財産の処分
（合併）

第３８条 本会は、総会において総会員の４分の３以上の議決を得、かつ、和泉市長の認可を受けなければ合併することはできない。
第３９条～第４１条
	（総会の定足数）

第１９条　総会は、総会員の２分の１以上の出席がなければ、開会することができない。

２　略
（１）～（３）　略
（４）第３８条に掲げる残余財産の処分
第３８条～第４０条



（変更の理由）
　・班数の減少に伴い班長が減少する場合に備えるため。各種委員を役員ではない扱いに変更するため。
・地方自治法一部改正に伴う、総会に代わる書面又は電磁的方法による決議について規約に明確に規定するため。
・合併の規定を追加するため。また、追加に伴い、条の数字の変更が生じるため。
